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旧内野醤油店整備保存活用事業について 

 

１ 事業概要 

令和４年（2022 年）３月に公有化した旧内野醤油店の整備に当たり、令和

５年度(2023 年度)に完了した劣化・耐震改修等実施設計に基づき、耐震補強

等改修工事を行う。 

 

２ 予算内容 

(1) 歴史的建造物耐震等整備事業費 

（令和６～７年度継続事業 継続費設定額 352,265 千円） 

(2) 廃棄物処分委託料 

 

３ 財 源 

都市構造再編集中支援事業費補助金（国１/２） 

 

４ スケジュール 

   

 

 

 

 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地元説明会

工事監理
耐震改修等工事

環境影響調査

利活用事業者

令和６年度 令和７年度

詳細協議・工事等サウンディング

（工期17カ月）

提案募集・選考
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５ 敷地内建物の耐震補強・劣化改修・工場整備図 
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地区公民館支援事業（コミュニティ助成事業）について 

 

１ 目的・概要 

  自治会等の活動を支援するため、西大友公民館建替えに対し、一般財団法

人自治総合センターの令和６年度(2024 年度)コミュニティ助成事業助成金

を財源に、西大友自治会に補助金を交付する。 

 

２ 新築公民館の概要 

（1）構 造 木造枠組壁工法平屋建て 

（2）床面積 107.19 ㎡ 

（3）工事予定期間 令和６年７月１日から令和７年(2025 年)１月 31 日まで 

（4）事業費総額（補助対象事業費）   38,000 千円 

  

３ 予算額 

15,000 千円 

内訳 負担金補助及び交付金 

   （補助対象事業費の５分の３以内（上限 15,000 千円）） 

 

４ 財 源 

  コミュニティ助成事業助成金 15,000 千円 
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５ 位置図 
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城山陸上競技場第二種公認継続事業費について 

 

１ 目 的 

城山陸上競技場は、日本陸上競技連盟の第二種公認を受けているが、令

和７年（2025 年）３月 31 日をもって公認期間（５年間）が終了となるた

め、第二種公認の認定を継続する。 

 

２ 事業概要 

(1) 走路等改修工事 

(2) 第二種公認必要備品等購入 

(3) 第二種公認検定 

(4) 指定管理者への補填 

 

３ 予算額 

296,587 千円 

需用費      巻尺、バトン等 

役務費    第二種公認継続のための検定費用 

委託料    工事による利用中止に伴う指定管理料の補填 

工事請負費  走路改修、縁石整備等 

備品購入費  写真判定装置用支柱、走高跳用マット等 

 

４ 財 源 

  スポーツ振興くじ助成金 81,337 千円 

（補助率 工事請負費の２/３、備品購入費の４/５） 
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５ スケジュール 

R６.６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 R７.１月 ２月 ３月 

          

 

６ 公認陸上競技場の概要 

  陸上競技の練習や公認競技会の運営が支障なく行われ、かつその競技場で

樹立された諸記録が十分信頼し得るように各競技場の建設、整備、維持を指

導し、日本陸上競技連盟が認定している制度で、第一種、第二種、第三種、

第四種、第四種Ｌ（ライト）の５種類がある。 

  種類に応じ、走路、跳躍場、収容人員など、要件が決まっており、第二種

では加盟団体等が主催する選手権大会及び主要な競技会並びに日本陸上競

技連盟が承認し主催する競技会を開催することができる。 

 【県内他市の第一種及び第二種の公認陸上競技場】 

公認の種類 陸上競技場 

第一種 日産スタジアム 

第一種 川崎市等々力陸上競技場 

第二種 三ツ沢公園陸上競技場 

第二種 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場 

第二種 レモンガススタジアム平塚 

第二種 厚木市荻野運動公園競技場 

第二種 相模原ギオンスタジアム 

 

公告・入札

等 

契
約 

工事期間（第二種公認検定含む） 

城山陸上競技場利用中止期間 
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物価高騰対応支援給付金給付事業について 
 

１ 目的・事業概要 

物価高騰による負担増を軽減するため、低所得世帯に対し給付金を支給する。 

また、国の定額減税に伴い、定額減税可能額が税額を上回る者に対し、その差額を

調整給付金として給付する。 

 

２ 対 象 

 (1) 基準日（令和６年(2024年)６月３日）において、本市に住民登録がある次の世帯 

ア 新たに令和６年度個人住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯 

  イ 上記の世帯で、18歳以下の子を扶養している世帯 

 (2) 基準日（令和６年１月１日）に小田原市に住所を有し、定額減税可能額が令和６ 

年分推計所得税額又は令和６年度分個人住民税額所得割の額を上回る納税義務者 

 

３ 支給額 

 (1) 新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯・・・１世帯当たり10万円 

 (2) 上記の子ども扶養世帯・・・子ども１人につき５万円 

(3) 定額減税可能額が税額を上回る納税義務者・・・所得税又は個人住民税それぞれ

の定額減税しきれなかった額(差額)の合計を１万円単位に切り上げた額 

 

４ 申請方法等 

 (1) 新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯 

 (2) 上記の子ども扶養世帯 

   課税情報をもとに対象世帯を抽出して確認書を送付し、確認書が返送されたもの

から支給 
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(3) 定額減税可能額が税額を上回る納税義務者 

課税情報をもとに対象者を抽出して確認書を送付し、確認書が返送されたものか

ら支給 

  ア 公金受取口座を登録している者には、登録口座を記載した支払通知書を送付し、

振込口座の変更がなければ登録口座に支給 

 

５ 申請期限 

  令和６年10月31日 

 

６ 支給件数（見込み） 

 (1) 新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯     3,400世帯 

 (2) 上記の子ども扶養世帯                    270世帯 

(3) 定額減税可能額が、令和６年分推計所得税額又は令和６年度分 

住民税所得割額を上回る納税義務者（扶養親族を含む）    31,000人 

 

７ 予算額 

  1,683,828千円 

（内訳） 

  需用費（消耗品等） 

  役務費（郵便料等） 

  委託料（事務処理等） 

負担金補助及び交付金（給付金） 

 

８ 財 源 

  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国10/10） 
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９ スケジュール 

  令和６年７月中旬   通知発送、申請受付開始 

  令和６年７月末    支給開始 
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マイナンバーカードと被保険者証の一体化事業について 

 

１ 目 的 

 ・国では、マイナンバー法等を改正し、令和６年（2024 年）12 月２日に現行の被保

険者証を廃止（廃止前に交付済みの被保険者証は、廃止後１年間は有効。本市の

場合、令和７年（2025 年）７月 31 日まで有効。）して、マイナンバーカードと被

保険者証を一体化することとした（マイナ保険証）。 

・廃止日以降も被保険者が医療機関等で安心して保険診療を受けられるように、シ

ステム改修やマイナ保険証の取得促進の周知等を行う。 

 

２ 事業概要 

（１） 業務システムの改修 

12 月２日以降、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ※１」

を交付し、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書※２」を交付するた

め、関連事務を含めた所要のシステム改修を行う。 

※１ 資格情報のお知らせ…オンラインで資格確認ができない医療機関等でも確実に保険診療

を受けられるように、氏名や保険者名、被保険者記号等の資格情報を記載した文書。 

※２ 資格確認書…現行の被保険者証とほぼ同じ内容を記載した文書。 

（２） 加入者情報通知書の送付 

国の通知に基づき、被保険者にマイナ保険証を安心して利用いただくため、医

療保険者（小田原市）が保有している被保険者のマイナンバーの下４桁を記載し

た文書を作成し、令和６年９月中に、小田原市国民健康保険の全加入世帯（約

25,500 世帯）あて郵送（特定記録郵便）する。 

（３） 周知広報リーフレットの送付 

国の通知に基づき、マイナ保険証の取得促進や資格確認書の交付等について記

載したリーフレットを作成し、令和６年７月中に、小田原市国民健康保険の全加

入世帯あて郵送（普通郵便）する。 
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３ 予算額 

20,896 千円 （役務費 8,364 千円、委託料 12,532 千円） 

 

４ 財 源 

社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 15,404 千円 

特別調整交付金 5,492 千円 

 

５ スケジュール 

 

令和６年 現行保険証廃止 令和７年

７月末 ９月末 12月2日 7月末

現行の被保険者証の有効期限

現行の被保険者証の交付

業務システムの改修

資格情報のお知らせの交付

資格確認書の交付

加入者情報通知書の送付

周知広報リーフレットの送付
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児童手当支給事業について 

 

１ 事業概要 

児童手当については、「こども未来戦略」（令和５年（2023 年）12 月 22 日

閣議決定）で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、令和６

年（2024 年）10 月分から、次のとおり拡充される。 

(1) 所得制限の撤廃 

(2) 支給期間を高校生年代まで延長 

(3) 多子加算について、第３子以降１人当たり月額３万円 

※多子加算のカウント方法について、22 歳年度末までの上の子等で親等

の経済的負担がある場合をカウント対象とする。 

(4) 支払月は年３回から隔月（偶数月）の年６回に変更 

 

２ 予算額 

   546,866 千円 

  内訳 需用費等   864 千円 

          役務費等  19,147 千円 

扶助費  526,855 千円 

 

３ 財 源 

  児童手当国庫負担金 427,449 千円 

    （補助率 ３歳未満・被用者５/５、３歳未満・非被用者 13/15、３歳以上

７/９） 

  子ども・子育て支援事業費補助金（国） 20,011 千円 

（補助率 10/10） 
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  児童手当県費負担金  49,702 千円 

  （補助率 ３歳未満・非被用者１/15、３歳以上１/９） 

 

４ スケジュール 

  ６月下旬  制度拡充に伴う申請の受付開始予定 

  10 月１日 改正法施行（予定） 

  12 月   制度改正後の初回支給（令和６年 10 月、11 月分） 
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児童扶養手当支給事業について 

 

１ 事業概要 

児童扶養手当については、「こども未来戦略」（令和５年（2023 年）12 月

22 日閣議決定）で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、令

和６年（2024 年）11 月分から、次のとおり拡充される。 

(1) 全部支給・一部支給に係る所得制限限度額の引上げ 

(2) 第３子以降の児童に係る加算額の拡充（第２子に係る加算額と同額に引

上げ） 

また、令和６年１月公表の消費者物価指数の引上げに伴い、令和６年４月

から、手当額が 3.2％引上げとなる。 

 

２ 予算額 

57,834 千円 扶助費 

 

３ 財 源 

  児童扶養手当国庫負担金（国１/３） 

 

４ スケジュール 

令和６年８月中     現況届提出及び所得審査 

11月１日    改正法施行（予定） 

令和７年(2025年)１月  制度改正後の初回支給（令和６年11月、12月分） 
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新病院建設事業（工事関係予算の補正）について 

 

１ 概 要 

 ・令和５年（2023 年）12 月の新病院建設工事の発注は、建設コスト高騰への対応

及び開院に向けた作業工程を考慮し、工事内容を予算内に調整して実施した。 

 ・新病院に係る放射線シールド等の特殊工事、屋上緑化工事、建物周りの外構工事

等の実施に必要な額を計上する。 

 ・新病院建設工事の財源として、令和６年度神奈川県県立病院機能集約事業費補助

金の交付決定額を計上する。 
 

２ 継続費（全体計画）及び令和６年度予算の変更 

 ・新病院建設事業の継続費（全体計画）の総額及び年割額並びに財源内訳の額をそ

れぞれ下表のとおり変更する。 

・令和６年度予算を 9,223,200 千円から 10,103,200 千円に変更する。 

事業名 年度 
年割額 

(千円) 

左の財源内訳（千円） 

企業債 国県支出金 
損益勘定留

保資金等 
備考 

新病院建

設事業 

5 781,200 781,200    

6 
9,223,200 

10,103,200 

7,723,200 

8,553,300 

1,500,000 

1,549,803 

 

97 

県立病院機能集約事業補助金

交付決定額 49,803千円  

7 
15,195,600 

15,995,600 

12,795,600 

13,595,600 

2,400,000 

 

  

計 
25,200,000 

26,880,000 

21,300,000 

22,930,100 

3,900,000 

3,949,803 

 

97 

 

※上段は補正前、下段は補正後の額 

３ 変更に係る工事等の内容 

 ・工事の主な内容                  ※外構工事範囲 
工事項目 主な内容 

特殊工事関連 放射線シールド工事 

手術室内装・器具・空調設備工事 

医療ガス配管設備、アウトレット工事 

ヘリウム配管設備工事 

家具（造作）工事 など 

セキュリティ工事関連 入退室管理設備工事 

監視カメラ設備工事 など 

サイン工事関連 館内・外壁サイン工事 など 

屋上緑化・外構工事※関連 屋上緑化工事 

擁壁、舗装工事 など 

計 約 16 億８千万円 

現病院 

新病院 

県
道
７
４
号 
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４ 一般会計への影響 

（１）新たな財源 

 ① 神奈川県県立病院機能集約事業費補助金 

「小田原市立病院と県立足柄上病院の連携と協力に係る基本協定」に基づき、

県立足柄上病院の一部機能を小田原市立病院に集約したことから、県として

小田原市立病院の再整備に対する財政的な支援（R6～R7 計約 1.6 億円） 

② 地方交付税措置 

令和６年度の国の物価高騰等の対応として、 公立病院の新設・建替等に関す

る普通交付税の対象となる建築単価の更なる引上げ（47.0 万円⇒52.0 万円） 

（２）一般会計への影響 

  ・一般会計（市）の実質負担額は、基本計画で想定した額と同程度である。 

  ・病院事業会計は、収支シミュレーションの結果、資金不足を招くことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）最近の病院建築単価の状況  
病院名 建築費[A]税込 延べ面積[B] 建築単価[A/B] 備考 

千葉市新病院 約 312 億円 約 38,832 ㎡ 803 千円/㎡ 2023/12 契約 

宝塚市立病院新病院 約 251.6 億円 約 31,500 ㎡ 799 千円/㎡ 2024/3 経営強化プラン 

船橋市医療センター新病院 約 571.2 億円 約 67,114 ㎡ 851 千円/㎡ 2024/3 予算案可決 

四国中央病院新中核病院 約 138.6 億円 約 18,900 ㎡ 733 千円/㎡ 2024/3 落札 

岩見沢市新病院 約 368.3 億円 約 41,010 ㎡ 898 千円/㎡ 2024/4 ECI プロポーザル結果 

小田原市新病院 約 276.8 億円 約 42,226 ㎡ 655 千円/㎡ 2024/6 補正後 
 

補助金 

約 39 億円 

病院負担 

99 億円 

病院負担 

 約 110.5 億円 交付税措置額※ 

建築単価 

36 万円/㎡ 

建築単価 

47 万円/㎡ 

約 260 億円 

198 億円 

市負担 市負担 

R5.9 予算 基本計画 

約 110.5 億

※交付税は、一般会計（市）が企業債の元利償還金の２分の１を負担した場合に措置される 

※図中の金額は、山留壁設置等工事、地中障害除去工事を含む 

市の実質負担額は 

同程度 

交付税措置額※ 

99 億円 

約 276.8 億円 

 補助金 

約 40.6 億円 

病院負担 

 約 118.1 億円 

市負担 

約 118.1 億

交付税措置額※ 

建築単価 

52 万円/㎡ 

R6.6 予算 
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給食献立情報発信サービスについて 

 

１ 目 的 

  令和７年（2025 年）４月の新学校給食センターの稼働を契機に、学校・家庭・地

域が連携した食育推進に向け、各家庭の健康な食生活の支援など保護者の利便性向

上を図るため、給食献立等の情報発信を拡充する。 
 

２ 事業概要 

  学校給食センター、共同調理場及び単独調理校で作成した給食献立を保護者がス

マートフォンやタブレットで確認できるサービスを導入する。 

これにより、児童生徒を介さず保護者に直接献立が届くとともに、給食の栄養バ

ランスを見やすく確認できるほか、家庭で簡易なアレルギーチェックがいつでも可

能となる。さらに、給食とのバランスを考え、不足している栄養素を補う夕飯献立

の提案などを利用できるようになる。 

また、給食献立情報発信サービスの提供と併せ、現在、各栄養士が個別に管理運

用している献立作成のシステム化を行う。 

 

３ 予算額 

    9,776 千円 

  内訳  委託料 システム導入委託（５年間の保守を含む。） 

      使用料 クラウドサーバ利用料 

   

４ 財 源  

デジタル田園都市国家構想交付金（国１/２） 

 

５ スケジュール 

  令和６年 12 月まで システム構築 

  令和７年 １月以降 デモ運用の後、本格運用開始 
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新しい学校づくり推進基本計画策定支援について 

１ 概 要 

令和５年（2023 年）12 月に策定した「新しい学校づくり推進基本方針」に基づき

検討委員会で検討・策定を進めている「新しい学校づくり推進基本計画」について

は、基本方針で示された全市的に検討・整理が必要な事項（支援教育、学校制度等）

の方向性を整理した後、令和６年（2024 年）夏頃から地域別の検討に着手するとと

もに、モデル地域を設定し、ワークショップ等による試行的な検討を実施する。 

これらの検討・策定作業を円滑に進めるため、基本計画策定に係る支援を委託す

る。 

２ 業務内容 

・基本計画の策定支援、検討委員会の運営支援 

・地域での意見交換・ワークショップの運営支援等 

３ 予算額 

  12,298 千円 

４ 基本計画の検討フレーム 

   

 

 

 

 

参考：新しい学校づくり推進事業の全体フレーム 

新しい学校づくり推進基本方針 
子供たちの未来にとって望ましい教育環境～10 年後の新しい学校のイメージ～ 

新しい学校づくり施設整備指針 
どのような建物をつくるか 

新しい学校づくり推進基本計画 
どこにどのような学校をつくるか 
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新学校給食センター開業準備について 

 

１ 事業概要 

  令和７年（2025 年）４月からの新学校給食センターの給食提供開始に向

け、給食調理に必要な調理器具等の購入、Wi-Fi 整備や施設点検、受入校へ

の配送業務等、新学校給食センターが円滑に開業できるよう準備を進める。 

 

２ 予算額 

（１）共同調理場学校給食事業 

   Wi-Fi 整備委託料等 2,976 千円 

（２）学校給食センター整備事業 

   初度調弁費 191,085 千円（財源：給食調理施設整備事業債） 

（３）債務負担行為設定 

学校給食配送委託料 令和６年度(2024 年度) 債務負担行為設定       

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スケジュール 

 

年度 限度額 

令和６年度 0 千円 

令和７年度 28,807 千円 

令和８年度 28,587 千円 

令和９年度 28,587 千円 

計 85,981 千円 

月 R6.9 月 10 月 11 月 12 月 R7.1 月 ２月 ３月 ４月 ５月 

内容 

 

 

 

        

★開館式典・給食試食会 

 

 

★新学校給食センター完成 

  

 

 

給食開始 

★落成式及び内覧会 

 稼 働 準 備 

調 理 演 習 

 
配送演習 


